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�

フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典
―
二
〇
一
九
年

九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―

九
五
〇
号
―
（
一
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
（
訳
）

　
　
　

は
し
が
き

　
　
　

少
年
刑
事
司
法
法
典

　
　
　

前
文

　
　
　
　

序
編
：
少
年
刑
事
司
法
の
一
般
原
則

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
法
の
一
般
原
則
（
第
Ｌ
．
一
一
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
―
五
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
一
般
原
則
（
第
Ｌ
．
一

二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
二
―
六
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

通
則
（
第
Ｌ
．
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
三
―
四
条
）

　
　
　

第
１
部
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰

　
　
　
　

第
１
編
：
教
育
的
措
置

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

通
則（
第
Ｌ
．
一
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
一
―
六
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
条
乃
至
第

Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
）

（86－4－57）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

収
容
制
度
（
第
Ｌ
．
一
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
一
三

―
七
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：
刑
罰

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

科
さ
れ
る
刑
罰
（
第
Ｌ
．
一
二
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一

二
一
―
七
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

所
定
の
刑
罰
の
内
容
及
び
適
用
態
様
（
第
Ｌ
．
一
二
二
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
一
二
二
―
六
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

刑
罰
の
宣
告
（
第
Ｌ
．
一
二
三
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二

三
―
二
条
）

　
　
　
　
　

第
４
章
：�

拘
禁
制
度
（
第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
一
二
四

―
二
条
）�

（
以
上
本
号
）

　
　
　

第
２
部
：
関
与
者
の
専
門
化

　
　
　
　

第
１
編
：
検
察
官

　
　
　
　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
二
一
一
―
三
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：
予
審
判
事

　
　
　
　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
二
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
二
二
一
―
三
条
）

　
　
　
　

第
３
編
：
判
決
裁
判
所

　
　
　
　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
二
三
一
―
一
〇
条
）

　
　
　
　

第
４
編
：
少
年
司
法
保
護
局

　
　
　
　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
二
四
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
二
四
一
―
二
条
）

　
　
　

第
３
部
：
刑
事
手
続
の
各
段
階
に
共
通
す
る
規
定
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第
１
編
：
援
護
及
び
情
報
提
供
に
関
す
る
少
年
の
権
利

　
　
　
　
　

単
独
章
（
第
Ｌ
．
三
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三
一
一
―
五
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：
調
査
及
び
一
時
的
な
司
法
上
の
教
育
的
措
置

　
　
　
　
　

第
１
章
：
通
則
（
第
Ｌ
．
三
二
一
―
一
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�
少
年
の
人
格
に
関
す
る
調
査
（
第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
条
乃

至
第
Ｌ
．
三
二
二
―
一
〇
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

一
時
的
な
司
法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
三
二
三
―
一
条

乃
至
第
Ｌ
．
三
二
三
―
三
条
）

　
　
　
　

第
３
編
：
保
安
処
分

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

司
法
統
制
処
分
（
第
Ｌ
．
三
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三

三
一
―
七
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

少
年
裁
判
所
の
令
状
執
行
（
第
Ｌ
．
三
三
二
―
一
条
及
び

第
Ｌ
．
三
三
二
―
二
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

電
子
監
視
付
居
住
指
定
（
第
Ｌ
．
三
三
三
―
一
条
及
び
第

Ｌ
．
三
三
三
―
二
条
）

　
　
　
　
　

第
４
章
：�

勾
留（
第
Ｌ
．
三
三
四
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
三
三
四
―
五
条
）

　
　
　

第
４
部
：
判
決
前
手
続

　
　
　
　

第
１
編
：
被
疑
少
年
の
尋
問

　
　
　
　
　

第
１
章
：
総
則
（
第
Ｌ
．
四
一
一
―
一
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

任
意
出
頭
に
よ
る
尋
問
（
第
Ｌ
．
四
一
二
―
一
条
及
び
第

Ｌ
．
四
一
二
―
二
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

留
置
及
び
警
察
留
置
（
第
Ｌ
．
四
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．

四
一
三
―
一
五
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：
公
訴

　
　
　
　
　

第
１
章
：
総
則
（
第
Ｌ
．
四
二
一
―
一
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

訴
追
代
替
手
段
及
び
刑
事
和
解
（
第
Ｌ
．
四
二
二
―
一
条

乃
至
第
Ｌ
．
四
二
二
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

公
訴
提
起
（
第
Ｌ
．
四
二
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
二
三

―
一
三
条
）

　
　
　
　

第
３
編
：
司
法
上
の
調
査

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

情
報
提
供
及
び
法
定
代
理
人
の
召
喚
（
第
Ｌ
．
四
三
一
―

一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
三
一
―
三
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

司
法
上
の
措
置
と
し
て
の
教
育
的
調
査
及
び
一
時
的
な
司

法
上
の
教
育
的
措
置
（
第
Ｌ
．
四
三
二
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．

四
三
二
―
二
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

保
安
処
分
（
第
Ｌ
．
四
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
四
三
三

―
八
条
）

　
　
　
　
　

第
４
章
：�

司
法
上
の
調
査
の
終
結
（
第
Ｌ
．
四
三
四
―
一
条
乃
至
第

Ｌ
．
四
三
四
―
一
一
条
）

　
　
　
　
　

第
５
章
：�

予
審
中
及
び
予
審
後
に
宣
告
さ
れ
る
命
令
に
対
す
る
抗
告

（
第
Ｌ
．
四
三
五
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
四
三
五
―
二
条
）

　
　
　

第
５
部
：
判
決
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第
１
編
：
総
則

　
　
　
　
　

第
１
章
：
審
理（
第
Ｌ
．
五
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一
一
―
五
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：
私
訴（
第
Ｌ
．
五
一
二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一
二
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

審
理
の
公
開
（
第
Ｌ
．
五
一
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
一

三
―
四
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：
判
決
手
続

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
の
判
決
（
第
Ｌ
．
五
二
一

―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
七
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：
少
年
重
罪
法
院
の
判
決
（
第
Ｌ
．
五
二
二
―
一
条
）

　
　
　
　

第
３
編
：
上
訴
手
段

　
　
　
　
　

第
１
章
：
控
訴（
第
Ｌ
．
五
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
五
三
一
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：
故
障
申
立
（
第
Ｌ
．
五
三
二
―
一
条
）

　
　
　

第
６
部
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
の
適
用
及
び
執
行

　
　
　
　

第
１
編
：
教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
の
適
用

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

教
育
的
措
置
及
び
刑
罰
を
適
用
す
る
裁
判
機
関
（
第
Ｌ
．

六
一
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
一
一
―
九
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

刑
罰
適
用
の
審
理
（
第
Ｌ
．
六
一
二
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．

六
一
二
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：
留
置
制
度

　
　
　
　

第
２
編
：
刑
の
修
正

　
　
　
　
　

単
独
章
：（
第
Ｌ
．
六
二
一
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
六
二
一
―
二
条
）

（86－4－59）

　
　
　
　

第
３
編
：
前
科
簿
及
び
そ
の
他
の
記
録
簿

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

前
科
簿
（
第
Ｌ
．
六
三
一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
三
一
―

四
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

性
犯
罪
ま
た
は
暴
力
犯
罪
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
全
国

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
第
Ｌ
．
六
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六

三
三
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

テ
ロ
犯
罪
行
為
者
の
自
動
化
さ
れ
た
全
国
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
第
Ｌ
．
六
三
三
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
六
三
三
―
四
条
）

　
　
　
　
　

第
４
章
：
前
歴
フ
ァ
イ
ル
（
第
Ｌ
．
六
三
四
―
一
条
）

　
　
　

第
７
部
：
海
外
県
に
関
す
る
規
定

　
　
　
　

第
１
編
：�

グ
ア
ド
ル
ー
プ
、
仏
領
ギ
ア
ナ
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
、
マ
ヨ
ッ

ト
、
レ
ユ
ニ
オ
ン
、
サ
ン
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
、
サ
ン
マ
ル
タ
ン
、

サ
ン
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
に
関
す
る
特
別
規
定

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

マ
ヨ
ッ
ト
に
関
す
る
特
別
規
定
（
第
Ｌ
．
七
一
一
―
一
条

乃
至
第
Ｌ
．
七
一
一
―
三
条
）

　
　
　
　
　

第
２
章
：�

サ
ン
ピ
エ
ー
ル
・
ミ
ク
ロ
ン
に
関
す
る
特
別
規
定
（
第
Ｌ
．

七
一
二
―
一
条
）

　
　
　
　

第
２
編
：�

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
、
仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
、
及
び
、
ウ
ォ
リ

ス
・
フ
ツ
ナ
島
に
適
用
さ
れ
る
規
定

　
　
　
　
　

第
１
章
：�

ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七
二

一
―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
七
二
一
―
五
条
）
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第
２
章
：�

仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七
二
二

―
一
条
乃
至
第
Ｌ
．
七
二
二
―
三
条
）

　
　
　
　
　

第
３
章
：�

ウ
ォ
リ
ス
・
フ
ツ
ナ
島
に
適
用
さ
れ
る
規
定
（
第
Ｌ
．
七

二
三
―
一
条
及
び
第
Ｌ
．
七
二
三
―
三
条
）

は
し
が
き

　

本
資
料
は
、
少
年
刑
事
司
法
法
典
法
律
の
部
を
含
む
二
〇
一

九
年
九
月
一
一
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二
〇
一
九
―
九
五
〇
号

（M
inistère�de�la�justice,�O

rdonnance�n
o�2019-950�du�11�

septem
bre�2019�portant�partie�législative�du�code�de�la�

justice�pénale�des�m
ineurs,�JO

RF�du�13�sept.�2019,�texte�
2

（N
O
R:�JU

SX
1919677R

））
の
付
属
文
書
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
、

少
年
刑
事
司
法
法
典
（
法
律
の
部
）
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

二
〇
一
八
年
か
ら
二
〇
二
二
年
ま
で
の
計
画
及
び
司
法
改
革
に
関

す
る
二
〇
一
九
年
三
月
二
三
日
の
法
律
第
二
〇
一
九
―
二
二
二
号

（Loi�n
o�2019-222�du�23�m

ars�2019�de�program
m
ation�2018-

2022�et�de�réform
e�pour�la�justice,�JO

RF�n
o�0071�du�24�

m
ars�2019,�texte�n

o�2

（N
O
R:JU

ST
1806695L

））
を
受
け
て
起

草
さ
れ
た
の
が
、
本
法
典
で
あ
る
。
本
法
典
の
立
法
化
は
ほ
ぼ
確
実

と
の
見
方
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
待
望
の
少
年
法
の
法
典
化
で
あ
り
、
そ
の

内
容
も
、
基
本
的
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
立
さ
れ
た
少
年
保
護
の
た

め
の
諸
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
教
育
的
措
置
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図

る
も
の
で
、
一
定
の
妥
当
性
は
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
注
意
を
要
す
る
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、

本
法
典
で
新
た
に
導
入
さ
れ
た
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
う
枠
組
で
あ
る
。

モ
ジ
ュ
ー
ル
に
は
、
社
会
復
帰
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル
、

保
健
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
収
容
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
四
つ
が
あ
り
、
モ
ジ
ュ
ー

ル
の
名
の
下
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
収
容
措
置
等
が
取
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
法
典
で
列
挙
さ
れ
て
い
る
、
教
育
的
措
置
上
の
義
務
及

び
禁
止
の
中
に
は
、
夜
間
外
出
禁
止
の
よ
う
な
従
来
、
教
育
的
制
裁

と
し
て
課
さ
れ
て
い
た
も
の
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
教
育
的
制
裁

は
、
刑
罰
と
教
育
的
措
置
の
中
間
形
態
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
創

設
さ
れ
た
が
、
一
〇
歳
以
上
と
い
う
対
象
年
齢
の
低
さ
、
刑
罰
な
い

し
教
育
的
措
置
と
の
区
別
の
困
難
さ
等
も
あ
っ
て
、
十
分
に
活
用
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
法
典
で
は
、
教
育
的
制
裁
は
廃
止
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
結
局
、
少
年
に
賦
課
さ
れ
る
内
容
も
、
一
〇
歳
以

上
と
い
う
対
象
年
齢
も
、
教
育
的
措
置
の
枠
組
の
中
で
維
持
さ
れ
て

お
り
、
教
育
的
制
裁
が
有
し
て
い
た
問
題
性
は
何
ら
解
消
さ
れ
て
な

い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
は
、
教
育
的
措
置
が
少
年
に
対
す
る
制
裁
で
あ
る
旨
明
記

さ
れ
た
点
も
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
は
、
教
育
的
措
置
の
前
提
と
し

て
対
象
少
年
に
弁
識
能
力
が
必
要
か
否
か
と
い
う
点
と
も
関
係
す
る

（法政研究�86－4－60）
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も
の
で
、
今
後
、
議
論
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
本
法
典
は
、
手
続
の
簡
素
化
、
迅
速
化
を
推
進
し
て
い

る
が
、
少
年
の
権
利
保
障
の
点
か
ら
問
題
が
な
い
か
に
つ
い
て
も
精

査
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
側
面
を
有
し
て
い
る
本
法
典
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
少
年
処
遇
の
混
迷
す
る
現
状
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え

る
。そ

の
意
味
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
少
年
処
遇
の
現
状
を
把
握
す
る
の

に
本
法
典
は
格
好
の
素
材
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
日
本
の
少
年
法

制
・
少
年
処
遇
を
批
判
的
に
分
析
、
検
討
す
る
際
に
も
一
定
の
示
唆

を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
本
法
典
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
翻
訳
に
当
た
っ

て
は
、
井
上
宜
裕
（
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
）、
及
び
、

大
貝
葵
（
金
沢
大
学
人
間
社
会
研
究
域
法
学
系
准
教
授
）
が
共
同
し

て
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
し
つ

つ
、
全
体
の
訳
語
や
表
現
の
統
一
を
図
っ
た
。

�

（
井
上
宜
裕
）

フ
ラ
ン
ス
少
年
刑
事
司
法
法
典

前
文

　

本
法
典
は
、
少
年
の
刑
事
責
任
が
発
動
す
る
要
件
に
つ
き
、
少
年

の
年
齢
に
従
っ
た
当
該
責
任
の
減
軽
、
並
び
に
、
専
門
化
さ
れ
た
裁

判
所
に
よ
っ
て
ま
た
は
適
合
的
な
手
続
に
従
っ
て
宣
告
さ
れ
る
少
年

の
年
齢
及
び
人
格
に
適
合
し
た
措
置
に
よ
り
追
求
さ
れ
る
少
年
の
教

育
的
及
び
道
徳
的
成
長
の
必
要
性
を
考
慮
し
規
定
す
る
。

序
編　

少
年
刑
事
司
法
の
一
般
原
則

第
１
章　

少
年
に
適
用
さ
れ
う
る
刑
法
の
一
般
原
則

第
Ｌ
．
一
一
―
一
条

①�

民
法
典
第
三
八
八
条
の
意
味
に
お
け
る
少
年
は
、
そ
の
者
が
弁

識
能
力
を
有
し
て
い
る
場
合
、
自
ら
が
有
責
と
さ
れ
る
重
罪
、

軽
罪
、
ま
た
は
、
違
警
罪
に
つ
き
刑
事
責
任
を
負
う
。

②�

一
三
歳
未
満
の
少
年
は
、
弁
識
能
力
を
有
し
な
い
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
一
三
歳
以
上
の
少
年
は
、
弁
識
能
力
を
有
す
る
も
の

と
推
定
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
一
―
二
条

少
年
に
対
し
て
取
ら
れ
う
る
決
定
は
、
少
年
の
教
育
的
及
び
道
徳

的
成
長
、
並
び
に
、
再
犯
の
予
防
及
び
被
害
者
の
利
益
の
保
護
に
供

（86－4－61）
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す
る
も
の
で
あ
る
。

第
Ｌ
．
一
一
―
三
条

犯
罪
で
有
責
で
あ
る
と
宣
告
さ
れ
た
少
年
は
、
教
育
的
措
置
の
対

象
と
な
り
え
、
状
況
と
少
年
の
人
格
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
刑
罰

の
対
象
と
な
り
う
る
。

第
Ｌ
．
一
一
―
四
条

い
か
な
る
刑
罰
も
一
三
歳
未
満
の
少
年
に
は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
一
―
五
条

少
年
に
科
さ
れ
る
刑
罰
は
、
本
法
典
の
規
定
に
従
い
減
軽
さ
れ

る
。

第
２
章　

少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
手
続
の
一
般
原
則

第
Ｌ
．
一
二
―
一
条

①�

少
年
に
非
難
が
向
け
ら
れ
る
重
罪
、
軽
罪
及
び
第
五
級
違
警
罪

は
、
専
門
化
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
特
別
に
指
定
さ
れ
た
も
し
く

は
構
成
さ
れ
た
、
手
続
が
適
合
的
な
裁
判
所
及
び
部
に
お
い
て

予
審
及
び
判
決
が
行
わ
れ
る
。

②�

こ
れ
ら
の
裁
判
機
関
及
び
部
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一　

少
年
係
判
事
、

二　

少
年
裁
判
所
、

三�　

少
年
に
関
す
る
事
案
に
つ
き
特
別
に
そ
の
任
を
負
う
予
審
判

事
、

四　

少
年
重
罪
法
院
、

五　

控
訴
院
少
年
特
別
部
、

六　

少
年
に
関
す
る
事
案
に
つ
き
特
別
に
構
成
さ
れ
た
予
審
部
。

③�

少
年
の
保
護
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
控
訴
院
裁
判
官
は
、
五
号
及

び
六
号
に
示
さ
れ
る
部
に
所
属
す
る
。

第
Ｌ
．
一
二
―
二
条

①�

少
年
が
そ
の
責
め
に
帰
せ
ら
れ
る
重
罪
、
軽
罪
ま
た
は
第
五
級

違
警
罪
に
関
す
る
公
訴
は
、
少
年
に
関
す
る
事
案
の
任
を
特
別

に
負
う
指
定
さ
れ
た
司
法
官
に
よ
り
提
起
さ
れ
る
。

②�

検
察
官
の
職
務
は
、
検
事
長
ま
た
は
、
少
年
に
関
す
る
事
案
の

任
を
特
別
に
負
う
検
事
局
の
司
法
官
に
よ
り
遂
行
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
二
―
三
条

少
年
に
関
し
て
行
わ
れ
る
裁
判
所
の
審
理
の
公
開
は
、
本
法
典
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
制
限
さ
れ
る
。

（法政研究�86－4－62）



フランス少年刑事司法法典（一）（フランス刑事立法研究会（訳））

1111

第
Ｌ
．
一
二
―
四
条

①�
被
訴
追
少
年
ま
た
は
被
有
罪
宣
告
少
年
は
、
弁
護
士
に
よ
る
援

助
を
受
け
る
。

②�

少
年
は
、
弁
護
士
の
選
任
に
関
与
し
、
ま
た
は
、
本
法
典
に
よ

り
規
定
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
選
任
を
行
う
。

③�

弁
護
士
が
職
権
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
場
合
、
可
能
な
限
り
、
少

年
は
手
続
の
各
段
階
に
お
い
て
同
一
の
弁
護
士
に
よ
り
援
助
さ

れ
る
。

第
Ｌ
．
一
二
―
五
条

①�

本
法
典
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
、
少
年
の
法
定
代
理
人

は
、
手
続
の
間
少
年
に
通
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
と

同
一
の
情
報
を
受
領
す
る
。
少
年
は
そ
の
こ
と
を
通
知
さ
れ

る
。

②�

被
疑
少
年
ま
た
は
起
訴
さ
れ
る
少
年
は
、
本
法
典
の
規
定
に
従

い
、
法
定
代
理
人
に
よ
り
援
助
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

第
Ｌ
．
一
二
―
六
条

故
障
申
立
、
控
訴
ま
た
は
破
毀
申
立
の
権
利
は
、
少
年
に
よ
っ
て

も
、
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
も
行
使
さ
れ
る
。

第
3
章　

通
則

第
Ｌ
．
一
三
―
一
条

①�

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
法
律
及
び
規
則
の
規
定
、
特
に
、
刑

法
典
及
び
刑
事
訴
訟
法
典
の
規
定
は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
る

が
、
本
法
典
に
よ
り
別
途
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。

②�

刑
法
典
及
び
刑
事
訴
訟
法
典
の
規
定
を
少
年
に
適
用
す
る
に
当

た
り
、
成
人
に
対
し
管
轄
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
に
つ
い
て
の

参
照
は
、
本
法
典
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
よ
う
に
、
少
年
に
対
し

管
轄
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
へ
の
参
照
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
三
―
二
条

本
法
典
が
別
途
規
定
し
て
い
な
い
限
り
は
、
管
轄
権
限
を
有
す
る

裁
判
所
、
適
用
さ
れ
る
手
続
、
並
び
に
、
課
さ
れ
る
措
置
及
び
刑
は
、

行
為
時
の
少
年
の
年
齢
に
従
い
決
定
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
三
―
三
条

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
刑
事
手
続
の
対
象
と
な
る
少
年
の

身
元
ま
た
は
姿
は
、
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
公
開
さ
れ
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
三
―
四
条

①�

事
実
が
認
定
さ
れ
承
認
さ
れ
た
と
い
う
留
保
の
下
、
刑
の
執
行

（86－4－63）
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を
含
め
た
少
年
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
手
続
に
際
し
、
ま
た
、
手

続
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
一
〇
―
一

条
に
従
い
、
修
復
的
司
法
を
用
い
る
こ
と
が
、
犯
罪
の
被
害
者

及
び
加
害
者
に
提
案
さ
れ
う
る
。

②�

修
復
的
司
法
は
、
少
年
の
成
熟
の
程
度
及
び
弁
識
能
力
が
そ
れ

を
可
能
と
す
る
場
合
で
、
か
つ
、
法
定
代
理
人
の
同
意
を
え
た

後
に
の
み
実
施
さ
れ
う
る
。

第
1
部　

教
育
的
措
置
及
び
刑
罰

第
1
編　

教
育
的
措
置

第
1
章　

通
則

第
Ｌ
．
一
一
一
―
一
条

制
裁
と
し
て
少
年
が
受
け
る
教
育
的
措
置
は
、
以
下
の
も
の
で
あ

る
。

一　

司
法
上
の
譴
責
、

二　

司
法
上
の
教
育
的
措
置
。

第
Ｌ
．
一
一
一
―
二
条

①�

少
年
係
判
事
、
少
年
裁
判
所
、
及
び
、
少
年
重
罪
法
院
は
、
司

法
上
の
譴
責
及
び
司
法
上
の
教
育
的
措
置
を
言
い
渡
す
こ
と
が

で
き
る
。
司
法
上
の
譴
責
は
、
修
復
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
み
を
伴

い
う
る
司
法
上
の
教
育
的
措
置
と
併
課
し
て
言
渡
す
こ
と
が
で

き
る
。
司
法
上
の
譴
責
が
、
新
た
な
犯
行
の
少
な
く
と
も
一
年

前
に
行
わ
れ
た
累
犯
規
定
と
同
一
ま
た
は
同
一
視
し
う
る
犯
罪

に
つ
き
、
少
年
に
す
で
に
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
譴

責
単
独
で
は
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

②�

違
警
罪
裁
判
所
は
司
法
上
の
譴
責
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
一
一
一
―
三
条

第
五
級
違
警
罪
、
軽
罪
、
及
び
、
重
罪
に
関
し
、
教
育
的
措
置
は
、

以
下
の
留
保
の
下
、
刑
罰
に
併
課
し
て
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

一�　

少
年
係
判
事
、
ま
た
は
、
少
年
裁
判
所
が
、
罰
金
刑
、
公
益

奉
仕
労
働
刑
、
執
行
猶
予
付
き
拘
禁
刑
と
は
異
な
る
刑
罰
に
併

課
し
て
教
育
的
措
置
を
言
い
渡
す
場
合
、
司
法
上
の
教
育
的
措

置
に
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
の
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
規
定
さ

れ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
み
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二�　

少
年
重
罪
法
院
は
、
刑
罰
に
併
課
し
て
司
法
上
の
教
育
的
措

置
を
言
い
渡
す
場
合
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
の
一
号
乃
至
四

号
に
規
定
さ
れ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
に
限
り
司
法
上
の
教
育
的
措
置

に
組
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（法政研究�86－4－64）
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第
Ｌ
．
一
一
一
―
四
条

教
育
的
措
置
を
言
い
渡
す
決
定
は
、
仮
執
行
力
を
持
つ
。

第
Ｌ
．
一
一
一
―
五
条

少
年
に
対
し
て
言
渡
さ
れ
る
教
育
的
措
置
は
、
累
犯
の
初
度
目
を

構
成
し
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
一
一
―
六
条

①�

違
警
罪
ま
た
は
軽
罪
の
領
域
に
お
い
て
、
少
年
の
社
会
復
帰
が

果
た
さ
れ
、
生
じ
た
損
害
が
修
復
さ
れ
か
つ
犯
罪
の
結
果
生
じ

た
問
題
が
終
息
し
た
と
評
価
さ
れ
る
場
合
に
は
、
教
育
的
措
置

の
免
除
が
認
め
ら
れ
う
る
。

②�

少
年
係
判
事
ま
た
は
少
年
裁
判
所
は
、
教
育
的
観
察
の
枠
組
み

に
お
い
て
、
少
年
に
課
さ
れ
る
義
務
を
完
全
に
遵
守
し
た
少
年

に
対
し
て
は
、
教
育
的
成
功
の
宣
言
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き

る
。

③
こ
れ
ら
の
決
定
は
、
累
犯
の
初
度
目
を
構
成
し
え
な
い
。

④�

教
育
的
措
置
の
免
除
ま
た
は
教
育
的
成
功
の
宣
言
を
言
い
渡
す

裁
判
所
は
、
当
該
決
定
が
前
科
簿
に
掲
載
さ
れ
な
い
こ
と
を
決

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
２
章　

司
法
上
の
教
育
的
措
置

第
1
節　

総
則

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
条

①�

司
法
上
の
教
育
的
措
置
は
、
少
年
の
人
格
、
家
族
、
健
康
、
社

会
の
状
況
に
関
す
る
評
価
に
基
づ
い
た
少
年
の
個
別
化
さ
れ
た

支
援
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
裁
判
所
は
、
同
時
に
、
以
下
の
一
つ

も
し
く
は
複
数
の
モ
ジ
ュ
ー
ル
、
禁
止
、
ま
た
は
、
義
務
を
言

い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

社
会
復
帰
モ
ジ
ュ
ー
ル
、

二　

修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル
、

三　

保
健
モ
ジ
ュ
ー
ル
、

四　

収
容
モ
ジ
ュ
ー
ル
、

五�　

一
年
を
超
え
な
い
期
間
で
の
、
少
年
が
日
常
的
に
居
住
し
て

い
る
場
所
を
除
く
、
犯
罪
の
行
わ
れ
た
場
所
で
裁
判
所
に
よ
り

指
定
さ
れ
る
場
所
へ
の
出
入
り
禁
止
、

六�　

最
長
一
年
の
期
間
、
裁
判
所
に
よ
り
指
定
さ
れ
る
被
害
者
、

ま
た
は
共
同
正
犯
者
も
し
く
は
共
犯
者
と
の
接
触
禁
止
、

七�　

最
長
六
か
月
の
期
間
、
法
定
代
理
人
の
内
の
一
人
に
よ
る
付

添
の
な
い
、
二
三
時
か
ら
六
時
の
公
道
往
来
の
禁
止
、

八�　

少
年
が
占
有
ま
た
は
所
有
す
る
も
の
で
、
犯
行
に
供
し
た
物

ま
た
は
犯
罪
の
成
果
物
を
引
渡
す
義
務
、

（86－4－65）
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九�　

一
か
月
を
超
え
な
い
期
間
、
法
律
か
ら
生
じ
る
義
務
を
少
年

に
喚
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
市
民
教
育
研
修
を
受
講
す
る

義
務
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
三
条

①�

第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
示
さ
れ
る
モ

ジ
ュ
ー
ル
は
、
択
一
的
に
ま
た
は
併
課
し
て
言
渡
す
こ
と
が
で

き
る
。
但
し
、
社
会
復
帰
モ
ジ
ュ
ー
ル
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
か
ら

構
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
収
容
モ
ジ
ュ
ー

ル
と
は
併
課
し
て
言
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

②�

Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
第
五
号
乃
至
第
九
号
に
示
さ
れ
る
義
務
及

び
禁
止
は
、
相
互
に
、
並
び
に
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条
第
一

号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
示
さ
れ
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
と
、
択
一

的
に
ま
た
は
併
課
し
て
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

③�

但
し
、
一
〇
歳
以
上
の
少
年
の
み
が
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
二
条

第
五
号
乃
至
第
九
号
に
示
さ
れ
る
禁
止
及
び
義
務
の
一
つ
ま
た

は
複
数
を
含
む
司
法
上
の
教
育
的
措
置
を
課
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
四
条

①�

司
法
上
の
教
育
的
措
置
は
、
五
年
を
超
え
な
い
期
間
で
言
い
渡

さ
れ
る
が
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
六
条
第
二
項
、
第
Ｌ
．
一
一
二

―
九
条
、
及
び
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
第
三
項
及
び
第
四

項
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

②�

司
法
上
の
教
育
的
措
置
は
、
た
と
え
当
事
者
が
決
定
の
日
に
成

人
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
言
い
渡
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

当
事
者
が
二
一
歳
に
達
し
た
際
に
遅
滞
な
く
終
了
す
る
が
、
第

Ｌ
．
一
一
二
―
六
条
第
二
項
及
び
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
最

終
項
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

�

（
大
貝
葵
）

第
２
節
：
司
法
上
の
教
育
的
措
置
の
モ
ジ
ュ
ー
ル

第
１
款
：
社
会
復
帰
モ
ジ
ュ
ー
ル

第
Ｌ
．
一
一
二
―
五
条

社
会
復
帰
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
修
学
上
の
ケ
ア
に
向
け
た
少
年
の
指

導
、
ま
た
は
、
少
年
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た
、
社
会
的
、
修
学
的
も

し
く
は
職
業
的
統
合
を
目
標
と
す
る
少
年
の
指
導
か
ら
な
る
。
本
モ

ジ
ュ
ー
ル
は
、
以
下
の
も
の
で
構
成
さ
れ
う
る
。

一　

日
中
の
受
け
入
れ
、

二　

寄
宿
舎
へ
の
収
容
、

三�　

認
可
を
受
け
た
、
教
育
ま
た
は
職
業
訓
練
を
行
う
公
的
ま
た

は
民
間
の
機
関
ま
た
は
施
設
。
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第
Ｌ
．
一
一
二
―
六
条

①�
少
年
の
日
中
の
受
け
入
れ
は
、
社
会
的
、
職
業
的
ま
た
は
修
学

的
統
合
を
目
的
と
し
て
、
日
中
に
行
わ
れ
る
継
続
的
ケ
ア
か
ら

な
る
。
こ
の
受
け
入
れ
は
、
少
年
司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
の

施
設
も
し
く
は
機
関
、
ま
た
は
、
認
可
さ
れ
た
機
構
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
る
。

②�

決
定
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
限
度
で
措
置
の
期
間
、
及
び
、

実
施
態
様
を
定
め
る
。
こ
の
措
置
は
、
対
象
者
の
成
人
後
は
、

対
象
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
宣
告
、
継
続
ま
た
は
更
新
し
え

な
い
。

③�

日
中
受
け
入
れ
措
置
が
委
託
さ
れ
た
者
ま
た
は
機
関
は
、
定
め

ら
れ
た
期
日
に
、
書
面
で
、
ケ
ア
の
実
行
に
つ
い
て
、
管
轄
裁

判
機
関
、
及
び
、
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
に
通
知
す
る
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
七
条

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
の
諸
規
定
は
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
五
条

第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
さ
れ
る
収
容
の
言
渡
し
に
適
用
さ
れ

る
。

�第
２
款
：
修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル�

第
Ｌ
．
一
一
二
―
八
条

修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
以
下
の
も
の
で
構
成
さ
れ
う
る
。

一�　

被
害
者
に
対
し
て
ま
た
は
共
同
社
会
の
た
め
に
行
わ
れ
る
支

援
ま
た
は
修
復
活
動
、

二　

少
年
と
被
害
者
の
仲
裁
。

�第
Ｌ
．
一
一
二
―
九
条

裁
判
機
関
は
、
修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル
を
宣
告
す
る
前
に
、
少
年
、
及

び
、
可
能
な
限
り
、
少
年
の
法
定
代
理
人
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

裁
判
機
関
は
、
決
定
の
中
で
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
こ
の
モ

ジ
ュ
ー
ル
の
期
間
を
定
め
る
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
〇
条

①�

修
復
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
実
施
は
、
少
年
司
法
保
護
局
、
ま
た
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
認
可

さ
れ
た
機
関
も
し
く
は
人
に
委
託
さ
れ
う
る
。

②�

支
援
ま
た
は
修
復
活
動
は
、
被
害
者
の
同
意
が
な
い
限
り
、
当

該
被
害
者
に
対
し
て
実
施
さ
れ
え
な
い
。

③
仲
裁
は
、
被
害
者
の
請
求
ま
た
は
同
意
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。

④�
決
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
の
満
了
時
、
本
モ
ジ
ュ
ー
ル

の
実
施
の
任
を
負
っ
た
機
関
ま
た
は
人
は
、
本
モ
ジ
ュ
ー
ル
の

実
施
に
つ
き
、
書
面
で
裁
判
機
関
に
通
知
す
る
。
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第
３
款
：
保
健
モ
ジ
ュ
ー
ル

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
一
条

保
健
モ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
以
下
の
も
の
で
構
成
さ
れ
う
る
。

一�　

少
年
の
ニ
ー
ズ
に
適
合
し
た
形
で
、
少
年
を
保
健
上
の
ケ
ア

に
向
け
て
指
導
す
る
こ
と
、

二　

精
神
医
療
機
関
を
除
く
、
保
健
施
設
へ
の
収
容
、

三　

社
会
医
療
施
設
へ
の
収
容
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
二
条

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
一
条
第
二
号
に
規
定
さ
れ
る
公
衆
衛
生
施
設

へ
の
収
容
は
、
こ
の
施
設
外
の
医
師
の
詳
細
な
医
学
的
所
見
に
鑑

み
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
宣
告
さ

れ
る
。
受
け
入
れ
施
設
の
医
師
が
入
院
は
も
は
や
必
要
な
い
と
証
明

す
る
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
遅
滞
な
く
、
収
容
措
置
に
関
し
て
裁

定
を
下
す
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
三
条

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
一
条
第
三
号
に
規
定
さ
れ
る
社
会
医
療
施
設

へ
の
収
容
は
、
社
会
福
祉
及
び
家
族
法
典
第
Ｌ
．
二
四
一
―
六
条
に

定
め
ら
れ
る
条
件
の
下
で
下
さ
れ
る
障
が
い
者
権
利
自
立
委
員
会
の

指
針
決
定
に
鑑
み
、
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件

の
下
で
宣
告
さ
れ
る
。

�第
４
款
：
収
容
モ
ジ
ュ
ー
ル

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
四
条

収
容
モ
ジ
ュ
ー
ル
の
資
格
で
、
少
年
は
、
以
下
の
と
こ
ろ
に
委
託

さ
れ
う
る
。

一�　

少
年
の
家
族
構
成
員
し
く
は
信
頼
に
値
す
る
者
、
ま
た
は
、

児
童
社
会
扶
助
機
関
、

二�　

第
Ｌ
．
一
一
三
―
七
条
に
規
定
さ
れ
る
施
設
を
除
く
、
少
年

司
法
保
護
局
の
公
的
部
門
の
施
設
、

三�　

第
Ｌ
．
一
一
三
―
七
条
に
規
定
さ
れ
る
施
設
を
除
く
、
認
可

を
受
け
た
民
間
の
教
育
機
関
ま
た
は
施
設
。

第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
五
条

①�

収
容
決
定
は
、
審
理
の
際
、
少
年
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
の
意

見
聴
取
を
行
っ
た
後
、
裁
判
機
関
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
。

②�

但
し
、
急
を
要
す
る
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
当
事
者
の
意
見

聴
取
を
経
る
こ
と
な
く
、
収
容
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
、
少
年
係
判
事
は
、
決
定
の
日
か
ら
一
五
日
以
内
に

当
事
者
を
召
喚
す
る
。

③�

収
容
は
、
収
容
場
所
を
決
定
し
、
一
年
を
超
え
な
い
収
容
期

（法政研究�86－4－68）
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間
、
並
び
に
、
親
の
滞
在
及
び
宿
泊
権
の
態
様
を
定
め
る
命
令

に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
。
こ
の
収
容
は
、
本
条
に
定
め
ら
れ
る

態
様
に
従
い
、
更
新
さ
れ
う
る
。

④�

収
容
が
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
当
該
収
容
は
、
対

象
者
の
成
人
後
は
、
対
象
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
継
続
さ
れ
え

な
い
。

�第
３
章
：
収
容
制
度

第
１
節
：
総
則

第
Ｌ
．
一
一
三
―
一
条

①�

本
法
典
の
資
格
で
収
容
措
置
の
恩
恵
を
受
け
る
少
年
の
父
母

は
、
こ
の
措
置
と
非
両
立
で
は
な
い
、
親
権
に
属
す
る
あ
ら
ゆ

る
権
利
を
引
き
続
き
行
使
す
る
。
但
し
、
子
ど
も
が
委
託
さ
れ

る
人
、
機
関
ま
た
は
施
設
は
、
少
年
の
監
視
及
び
教
育
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
日
常
的
行
為
を
実
行
す
る
。

②�

前
項
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
収
容
に
関
し
て
裁
定
を
下
す
権
限

を
有
す
る
判
事
は
、
少
年
の
利
益
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合

は
常
に
、
少
年
が
委
託
さ
れ
る
人
、
機
関
ま
た
は
施
設
に
対
し

て
、
濫
用
的
も
し
く
は
正
当
化
さ
れ
な
い
拒
絶
、
ま
た
は
、
親

権
保
持
者
の
懈
怠
に
際
し
、
請
求
者
が
こ
の
措
置
の
必
要
性
を

証
明
す
る
と
い
う
条
件
で
、
親
権
に
属
す
る
行
為
を
実
行
す
る

権
限
を
例
外
的
に
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｌ
．
一
一
三
―
二
条

①�

少
年
が
親
権
保
持
者
ま
た
は
監
護
権
者
以
外
の
人
に
引
き
渡
さ

れ
る
場
合
、
親
権
保
持
者
ま
た
は
監
護
権
者
が
支
払
う
べ
き
扶

養
及
び
託
置
費
用
の
負
担
額
は
、
決
定
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め

る
。

②�

こ
れ
ら
の
費
用
は
、
国
庫
の
た
め
、
刑
事
裁
判
費
用
と
し
て
徴

収
さ
れ
る
。
少
年
が
権
利
を
有
す
る
、
家
族
手
当
、
加
算
分
、

及
び
、
扶
助
手
当
は
、
支
払
機
関
に
よ
っ
て
、
収
容
時
に
、
当

該
少
年
を
受
け
入
れ
る
人
ま
た
は
施
設
に
直
接
支
払
わ
れ
る
。

但
し
、
少
年
係
判
事
は
、
家
族
が
子
ど
も
の
道
徳
的
も
し
く
は

物
質
的
ケ
ア
に
参
加
し
て
い
る
場
合
、
ま
た
は
、
子
ど
も
の
家

庭
へ
の
帰
還
を
促
進
す
る
た
め
に
、
家
族
手
当
の
家
族
へ
の
支

払
い
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③�

少
年
が
児
童
社
会
扶
助
に
委
託
さ
れ
る
場
合
、
家
族
に
課
せ
ら

れ
な
い
扶
養
及
び
託
置
費
用
の
部
分
は
、
国
庫
が
負
担
す
る
。

第
Ｌ
．
一
一
三
―
三
条

特
別
に
指
名
さ
れ
た
検
察
官
及
び
少
年
係
判
事
は
、
少
な
く
と
も

年
に
一
度
、
少
年
裁
判
機
関
の
管
轄
に
存
す
る
、
犯
罪
少
年
を
受
け

（86－4－69）
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入
れ
る
公
的
ま
た
は
民
間
の
施
設
を
訪
問
す
る
。

�第
Ｌ
．
一
一
三
―
四
条

国
民
議
会
議
員
及
び
元
老
院
議
員
、
並
び
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
選
出
さ
れ
た
欧
州
議
会
の
代
表
者
は
、
常
時
、
本
法
典
の
諸
規
定

の
適
用
に
お
い
て
、
少
年
を
受
け
入
れ
る
公
的
ま
た
は
民
間
の
施
設

を
訪
問
す
る
資
格
を
有
す
る
。

第
Ｌ
．
一
一
三
―
五
条

本
法
典
の
適
用
に
お
い
て
、
少
年
の
収
容
の
監
督
を
命
じ
も
し
く

は
こ
れ
を
保
証
す
る
司
法
官
も
し
く
は
裁
判
機
関
、
ま
た
は
、
こ
の

決
定
の
執
行
の
任
を
負
う
司
法
官
は
、
対
象
者
が
未
成
年
の
間
、
こ

の
決
定
を
執
行
さ
せ
る
た
め
、
直
接
、
警
察
力
を
要
請
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

�第
Ｌ
．
一
一
三
―
六
条

本
法
典
の
適
用
に
お
い
て
、
少
年
を
日
常
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と

す
る
者
は
何
人
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
る
態
様
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
、
県
域
に
お
け
る
国
家
代
表
に

対
し
て
、
特
別
な
資
格
の
授
与
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
2
節
：
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー

第
Ｌ
．
一
一
三
―
七
条

①�

閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
と
は
、
司
法
統
制
処
分
、
保
護
観
察
付

執
行
猶
予
、
外
部
収
容
の
適
用
に
お
い
て
、
ま
た
は
、
仮
釈
放

に
続
い
て
、
少
年
が
収
容
さ
れ
る
、
公
的
施
設
、
ま
た
は
、
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
条
件
の
下

で
認
可
さ
れ
た
民
間
施
設
を
い
う
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
中
で
、

少
年
は
、
少
年
の
人
格
に
適
合
し
た
、
強
化
さ
れ
た
教
育
学
的

監
督
の
保
証
を
可
能
に
す
る
、
監
視
及
び
統
制
措
置
の
対
象
と

な
る
。

②�

司
法
官
ま
た
は
裁
判
機
関
は
、
自
ら
が
定
め
た
期
間
内
で
か
つ

自
ら
が
定
め
た
態
様
に
従
っ
て
、
当
該
施
設
に
対
し
て
、
収
容

終
了
の
準
備
を
し
、
ま
た
は
、
重
大
な
結
果
を
防
止
す
る
た
め
、

少
年
の
他
所
へ
の
一
時
的
受
け
入
れ
を
編
成
す
る
権
限
を
付
与

し
う
る
。

③�

少
年
が
、
他
所
へ
の
一
時
的
受
け
入
れ
の
場
合
も
含
め
て
、
セ

ン
タ
ー
へ
の
収
容
の
原
因
と
な
っ
た
措
置
に
従
っ
て
課
さ
れ
る

義
務
に
違
反
す
る
場
合
、
当
該
少
年
の
勾
留
ま
た
は
拘
禁
が
行

わ
れ
う
る
。

④�
第
一
項
に
定
め
ら
れ
る
認
可
は
、
セ
ン
タ
ー
の
任
務
及
び
役
務

の
継
続
に
適
合
し
た
、
教
育
及
び
安
全
を
提
供
す
る
施
設
に
の
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み
付
与
さ
れ
う
る
。

⑤�
少
年
係
判
事
は
、
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
終
了
後
、

ま
た
は
、
司
法
統
制
処
分
も
し
く
は
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
の

取
り
消
し
の
場
合
、
少
年
の
社
会
へ
の
持
続
的
統
合
の
た
め
、

少
年
の
教
育
的
ケ
ア
の
継
続
性
を
保
証
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
取
る
。

第
２
編　

刑
罰

第
１
章　

科
さ
れ
る
刑
罰

第
Ｌ
．
一
二
一
―
一
条

①�

以
下
の
刑
罰
は
、
少
年
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

一　

フ
ラ
ン
ス
領
内
の
滞
在
禁
止
刑
、

二　

日
数
罰
金
刑
、

三�　

市
民
権
、
民
法
上
及
び
家
族
法
上
の
権
利
の
制
限
、
公
務
も

し
く
は
職
業
的
も
し
く
は
社
会
的
活
動
へ
の
従
事
の
禁
止
、
滞

在
禁
止
、
施
設
の
閉
鎖
、
公
取
引
か
ら
の
排
除
刑
、

四　

有
罪
判
決
の
掲
示
ま
た
は
頒
布
刑
。

②�

い
か
な
る
権
利
制
限
、
失
権
ま
た
は
無
能
力
も
、
少
年
に
対
し

て
宣
告
さ
れ
る
刑
事
有
罪
判
決
か
ら
当
然
に
生
じ
る
も
の
で
は

な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
二
条

刑
法
典
第
一
三
二
―
六
〇
条
乃
至
第
一
三
二
―
七
〇
―
三
条
は
、

同
法
典
第
一
三
二
―
六
〇
条
乃
至
第
一
三
二
―
六
五
条
に
よ
り
、
違

警
罪
裁
判
所
で
判
断
さ
れ
る
手
続
を
除
い
て
、
少
年
に
は
適
用
さ
れ

な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
三
条

①�

一
三
歳
以
上
の
少
年
に
帰
責
さ
れ
る
違
警
罪
が
証
明
さ
れ
た
と

認
め
る
違
警
罪
裁
判
所
は
、
当
該
少
年
に
対
し
て
、
以
下
の
も

の
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

一　

刑
の
免
除
、

二�　

第
Ｌ
．
一
二
一
―
六
条
に
規
定
さ
れ
る
刑
罰
軽
減
の
準
則
の

適
用
に
よ
る
、
罰
金
刑
。

②
刑
法
典
第
一
三
一
―
一
六
条
の
諸
規
定
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
四
条

執
務
室
で
裁
定
を
下
す
少
年
係
判
事
は
、
共
和
国
検
事
の
請
求
に

基
づ
き
、
諸
事
情
及
び
少
年
の
人
格
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
場
合
、

一
三
歳
以
上
の
少
年
に
対
し
、
以
下
の
刑
罰
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一　

犯
罪
供
用
物
件
の
没
収
、

二　

研
修
、

（86－4－71）
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三�　

少
年
が
刑
罰
宣
告
時
に
16
歳
以
上
の
場
合
、
公
益
奉
仕
労

働
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
五
条

①�

少
年
裁
判
所
及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
科
さ
れ
る
刑
罰
の
半
分

を
超
え
る
自
由
剥
奪
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②�

科
さ
れ
る
刑
罰
の
半
分
の
軽
減
は
、
同
様
に
、
刑
法
典
第
一
三

二
―
一
八
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
刑
の
下
限
に
適
用
さ
れ
る
。

③�

科
さ
れ
る
刑
罰
が
無
期
の
重
懲
役
ま
た
は
重
禁
錮
の
場
合
、
科

さ
れ
る
重
懲
役
ま
た
は
重
禁
錮
は
二
〇
年
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

④�

保
安
期
間
に
関
す
る
刑
法
典
第
一
三
二
―
二
三
条
の
諸
規
定

は
、
少
年
に
適
用
さ
れ
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
六
条

科
さ
れ
る
刑
罰
の
半
分
を
超
え
る
罰
金
刑
も
、
七
五
〇
〇
ユ
ー
ロ

を
超
え
る
罰
金
刑
も
、
少
年
に
は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
一
―
七
条

①�

少
年
が
一
六
歳
以
上
の
場
合
、
違
警
罪
裁
判
所
、
少
年
裁
判
所

及
び
少
年
重
罪
法
院
は
、
例
外
的
に
、
か
つ
、
事
案
の
諸
事
情
、

少
年
の
人
格
及
び
少
年
の
状
況
に
鑑
み
、
第
Ｌ
．
一
二
一
―
五

条
及
び
第
Ｌ
．
一
二
一
―
六
条
に
規
定
さ
れ
る
刑
罰
軽
減
の
準

則
を
適
用
す
る
必
要
が
な
い
旨
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
決
定
は
、
特
に
理
由
を
付
し
た
判
示
に
よ
っ
て
の
み
下
さ

れ
う
る
。

②�

第
一
項
が
適
用
さ
れ
る
旨
決
定
さ
れ
、
か
つ
、
科
さ
れ
る
刑
罰

が
無
期
の
懲
役
ま
た
は
重
禁
錮
の
場
合
、
宣
告
さ
れ
う
る
刑
の

上
限
は
、
三
〇
年
の
重
懲
役
ま
た
は
重
禁
錮
刑
で
あ
る
。

第
２
章
：
一
定
の
刑
罰
の
内
容
及
び
適
用
態
様

第
Ｌ
．
一
二
二
―
一
条

①�

公
益
奉
仕
労
働
、
及
び
、
公
益
奉
仕
労
働
を
行
う
義
務
を
含
む

保
護
観
察
付
執
行
猶
予
に
関
す
る
刑
法
典
の
諸
規
定
は
、
少
年

が
犯
罪
実
行
時
に
一
三
歳
以
上
で
あ
っ
た
場
合
、
判
決
時
に
一

六
歳
以
上
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
。

②�

こ
の
刑
罰
が
少
年
係
判
事
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
事
後

の
同
意
に
関
す
る
刑
法
典
第
一
三
一
―
八
条
第
四
項
の
諸
規
定

も
、
被
有
罪
宣
告
者
に
よ
る
不
実
行
の
場
合
に
科
さ
れ
る
拘
禁

の
上
限
ま
た
は
罰
金
の
上
限
の
確
定
を
可
能
に
す
る
刑
法
典
第

一
三
一
―
九
条
第
二
項
の
諸
規
定
も
適
用
さ
れ
え
な
い
。

③�

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
公
益
奉
仕
労
働
は
、
少
年
に
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適
合
し
、
か
つ
、
職
業
訓
練
的
性
質
を
呈
す
る
か
、
ま
た
は
、

有
罪
宣
告
を
受
け
た
若
年
者
の
社
会
復
帰
を
促
進
し
う
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
二
―
二
条

①�

少
年
が
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
を
伴
う
拘
禁
刑
を
宣
告
さ
れ
る

場
合
、
刑
法
典
第
一
三
二
―
四
四
条
及
び
第
一
三
二
―
四
五
条

に
定
め
ら
れ
る
監
督
措
置
及
び
義
務
の
他
、
判
決
裁
判
所
は
、

被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
、
以
下
の
義
務
の
一
つ
ま
た
は
複
数

の
遵
守
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一�　

少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
、
ま
た
は
、
司
法
官
に
よ
っ
て
こ

の
た
め
に
委
任
さ
れ
た
有
資
格
機
関
に
委
託
さ
れ
る
、
保
護
、

援
助
、
監
視
及
び
教
育
の
措
置
に
服
す
る
こ
と
、

二�　

本
法
典
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一
四
条
及
び
第
Ｌ
．
一
一
二
―
一

五
条
に
定
め
ら
れ
る
教
育
的
収
容
の
条
件
を
遵
守
す
る
こ
と
、

こ
の
収
容
は
、
刑
の
執
行
期
間
中
、
常
時
、
少
年
係
判
事
に

よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
、

三�　

成
人
す
る
ま
で
、
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
へ
の
収
容
の
条
件

を
遵
守
す
る
こ
と
、
こ
の
収
容
は
、
刑
の
執
行
期
間
中
で
、
か

つ
、
被
有
罪
宣
告
者
が
成
人
す
る
ま
で
、
常
時
、
少
年
係
判
事

に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
う
る
、

四�　

成
人
す
る
ま
で
、
定
期
的
に
、
学
業
ま
た
は
職
業
訓
練
に
従

事
す
る
こ
と
、

五�　

少
年
が
一
六
歳
以
上
の
場
合
、
国
民
役
務
法
典
第
Ｌ
．
一
三

〇
―
一
条
乃
至
第
第
Ｌ
．
一
三
〇
―
五
条
に
規
定
さ
れ
る
、
防

衛
公
施
設
に
お
け
る
役
務
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
こ
の
義
務

は
、
そ
れ
を
拒
否
し
ま
た
は
在
廷
し
て
い
な
い
被
告
人
に
対
し

て
は
宣
告
さ
れ
え
な
い
。
裁
判
所
の
長
は
、
判
決
の
宣
告
前
に
、

被
告
人
が
志
願
の
表
明
に
と
っ
て
有
益
な
情
報
の
全
て
を
受
領

し
た
か
を
確
認
し
、
当
該
被
告
人
に
対
し
防
衛
公
施
設
に
お
け

る
役
務
契
約
の
締
結
を
拒
否
す
る
権
利
を
告
知
し
、
同
人
の
回

答
を
え
る
。

②�

但
し
、
第
三
号
に
定
め
ら
れ
る
義
務
は
、
六
ヶ
月
間
し
か
命
じ

ら
れ
え
ず
、
最
長
六
ヶ
月
間
、
一
回
の
み
、
理
由
を
付
し
た
命

令
に
よ
り
、
更
新
さ
れ
う
る
。
第
二
号
に
定
め
ら
れ
る
収
容
上

の
義
務
が
少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
収
容
は
、

対
象
者
の
成
人
後
は
、
対
象
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
継
続
さ
れ

え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
二
―
三
条

①�
社
会
内
司
法
監
督
が
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
刑
法
典
第
一
三
二
―

四
四
条
及
び
第
一
三
二
―
四
五
条
に
定
め
ら
れ
る
監
督
措
置
及
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び
義
務
の
他
、
少
年
は
、
本
法
典
第
Ｌ
．
一
二
二
―
二
条
に
定

め
ら
れ
る
義
務
に
服
し
う
る
。

②�
保
安
処
分
と
し
て
の
移
動
型
電
子
監
視
は
、
少
年
に
は
適
用
さ

れ
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
二
―
四
条

没
収
刑
が
少
年
係
判
事
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
被
有
罪
宣

告
者
に
よ
る
不
実
行
の
場
合
に
科
さ
れ
る
拘
禁
の
上
限
ま
た
は
罰
金

の
上
限
の
確
定
を
可
能
に
す
る
刑
法
典
第
一
三
一
―
九
条
第
二
項
の

諸
規
定
は
、
適
用
さ
れ
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
二
―
五
条

①�

少
年
に
対
し
て
研
修
刑
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
研
修
の
内
容
は

少
年
の
年
齢
に
適
合
す
る
も
の
と
し
、
裁
判
機
関
は
こ
の
研
修

が
被
有
罪
宣
告
者
の
費
用
で
実
施
さ
れ
る
旨
命
じ
え
な
い
。

②�

こ
の
刑
罰
が
少
年
係
判
事
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
る
場
合
、
被
有

罪
宣
告
者
に
よ
る
不
実
行
の
場
合
に
科
さ
れ
る
拘
禁
の
上
限
ま

た
は
罰
金
の
上
限
の
確
定
を
可
能
に
す
る
刑
法
典
第
一
三
一
―

九
条
第
二
項
の
諸
規
定
は
、
適
用
さ
れ
え
な
い
。

第
Ｌ
．
一
二
二
―
六
条

①�

少
年
に
刑
法
典
第
一
三
一
―
四
―
一
条
に
定
め
ら
れ
る
電
子
監

視
付
在
宅
拘
禁
刑
が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
少
年
裁
判
所
及
び
少

年
重
罪
法
院
は
、
本
法
典
第
Ｌ
．
一
二
一
―
七
条
が
適
用
さ
れ

る
場
合
を
除
い
て
、
少
年
に
対
し
て
、
科
さ
れ
る
拘
禁
刑
の
半

分
を
超
え
る
電
子
監
視
付
在
宅
拘
禁
刑
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

②�

こ
の
刑
罰
は
、
法
定
代
理
人
が
欠
け
る
場
合
ま
た
は
法
定
代
理

人
が
同
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
、
法
定

代
理
人
が
少
年
の
監
護
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
法
定
代
理

人
の
同
意
な
く
し
て
宣
告
さ
れ
え
な
い
。

③�

こ
の
刑
罰
は
、
少
年
司
法
保
護
局
に
委
託
さ
れ
る
教
育
的
措
置

を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
３
章
：
刑
罰
の
宣
告

第
Ｌ
．
一
二
三
―
一
条

執
行
猶
予
付
ま
た
は
執
行
猶
予
の
な
い
拘
禁
刑
が
少
年
裁
判
所
及

び
少
年
重
罪
法
院
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
う
る
の
は
、
こ
の
刑
罰
が
特

に
理
由
を
付
さ
れ
る
条
件
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。

（法政研究�86－4－74）
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第
Ｌ
．
一
二
三
―
二
条

①�
少
年
係
判
事
及
び
少
年
裁
判
所
は
、
刑
法
典
第
一
三
二
―
二
五

条
乃
至
第
一
三
二
―
二
八
条
に
定
め
ら
れ
る
修
正
措
置
の
一
つ

の
対
象
と
な
ら
な
い
施
設
内
拘
禁
刑
ま
た
は
一
部
執
行
猶
予
付

拘
禁
刑
以
外
の
刑
罰
を
宣
告
す
る
決
定
の
仮
執
行
を
命
じ
う
る
。

②�

少
年
裁
判
所
が
施
設
内
拘
禁
刑
ま
た
は
一
部
執
行
猶
予
付
拘
禁

刑
を
宣
告
す
る
場
合
、
少
年
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
法
典
第
四

六
五
条
ま
た
は
第
四
六
五
―
一
条
に
定
め
ら
れ
る
条
件
に
お
い

て
、
被
告
少
年
に
対
し
て
、
収
監
状
ま
た
は
逮
捕
状
を
発
付
し

う
る
。

③�

少
年
裁
判
所
は
、
同
様
に
、
同
法
典
第
四
六
四
―
一
条
に
定
め

ら
れ
る
条
件
に
お
い
て
、
少
年
の
身
柄
拘
束
を
維
持
し
う
る
。

④�

少
年
裁
判
所
が
本
法
典
第
Ｌ
．
五
二
一
―
二
六
条
の
条
件
に
お
い

て
裁
定
を
下
す
場
合
で
、
か
つ
、
少
年
裁
判
所
が
閉
鎖
型
教
育

セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
る
義
務
を
伴
う
司
法
統
制
処
分
に
服
す

る
一
六
歳
未
満
の
少
年
、
ま
た
は
、
司
法
統
制
処
分
も
し
く
は

電
子
監
視
付
居
住
指
定
に
服
す
る
一
六
歳
以
上
の
少
年
に
対
し

て
、
執
行
猶
予
の
な
い
拘
禁
刑
を
宣
告
す
る
場
合
、
少
年
裁
判

所
は
、
保
安
処
分
の
違
反
を
確
認
し
た
後
、
特
に
理
由
を
付
し

た
決
定
に
よ
り
、
宣
告
さ
れ
る
刑
期
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
少
年
に
対
し
て
、
収
監
状
ま
た
は
逮
捕
状
を
発
付
し
う
る
。

第
４
章
：
拘
禁
制
度

第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条

少
年
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る

条
件
に
お
い
て
、
少
年
司
法
保
護
局
の
機
関
の
継
続
的
介
入
を
保
証

す
る
、
行
刑
施
設
の
少
年
区
画
も
し
く
は
拘
置
所
内
の
少
年
の
た
め

の
特
別
ユ
ニ
ッ
ト
、
ま
た
は
、
少
年
の
た
め
に
専
門
化
さ
れ
た
行
刑

施
設
に
拘
禁
さ
れ
る
。

第
Ｌ
．
一
二
四
―
二
条

①�

第
Ｌ
．
一
二
四
―
一
条
に
規
定
さ
れ
る
施
設
ま
た
は
区
画
は
、

被
拘
禁
少
年
と
成
人
の
厳
格
な
分
離
を
保
証
す
る
。

②�

例
外
的
に
、
被
拘
禁
少
年
が
拘
禁
中
に
成
人
し
た
場
合
、
こ
の

者
は
一
八
歳
六
ヶ
月
ま
で
こ
れ
ら
の
施
設
に
維
持
さ
れ
う
る
。

こ
の
者
は
、
一
六
歳
未
満
の
被
拘
禁
者
と
い
か
な
る
接
触
も
し

て
は
な
ら
な
い
。

�

（
井
上
宜
裕
）

�

（
未
完
）

【
付
記
】�

本
資
料
は
、
二
〇
一
九
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に
よ
る
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

（86－4－75）


